
女性活躍推進法 

株式会社イトー急行 行動計画 

 

女性従業員の採用数を増やし、雇用の環境整備を行い、また能力のある女性従業員を定期的

に昇格させるために、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日まで 

２．当社の課題 

 （１）女性の応募者が少なく、乗務員・業務員の採用が不足している。 

 （２）女性の役職者が少ない。 

 

 

 

 

 

３．目標と取組内容・実施時期 

 

 

 【取組内容】 

 ●令和２年４月～  現在活躍している女性従業員へのヒアリング等から、優先課題を探り

採用・就業環境の改善を図る。 

●令和２年４月～  中途女性従業員の積極的な採用 

 

 

            

 【取組内容】 

 ●令和２年４月   役職者登用（目標５人） 

 ●令和３年４月   役職者登用（目標５人） 

 

 

            

 【取組内容】 

 ●令和２年４月～  エリア総合職（転勤の義務のない総合職）案の立案 

 ●令和３年４月～  エリア総合職制度の導入 

 

 

 

 

 【取組内容】 

 ●令和２年４月～  産前産後休業制度、育児休業制度について、社内掲示板への掲載等を

通じて制度の周知を図る。 

 ●令和２年４月～  管理職への研修時における、育児休業等制度及び運用についての啓発

活動、取得しやすい職場環境を考える研修を実施する。（研修内容は

適宜修正） 

目標１：女性従業員比率を２０％までに引き上げる 

 

女性が活躍できる環境を整備し、従業員・役職者が増加中（令和２年２月現在） 

【女性雇用率】   １６．８％ 

【女性役職者実績】 係長：４名 主任・主任補：１４名 

目標２：女性役職者の登用を２０人以上へ拡大する 

 

目標４：育児休業等を取得しやすい環境づくりのため、従業員への制度の周知と管理職へ

の研修を年１回以上実施する 

目標３：エリア総合職制度の導入 


